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世界保健機関西太平洋事務局による麻しん排除の認定について 
 
 
 平成 27 年 3 月 27 日に、世界保健機関西太平洋事務局により西太平洋地域の

3 国（日本、ブルネイ、カンボジア）が麻しんの排除状態にあることが新たに

認定され、厚生労働省より本会に対し別添のとおり報告がありました。 
 本会といたしましても、子ども予防接種週間等を通じて、麻しんの予防接種

の接種率向上等に取り組んでまいりましたが、今般の麻しん排除は、各地域に

おける都道府県医師会、郡市区医師会、会員の先生方のご尽力の賜物であると

認識しており、あらためて感謝申し上げる次第です。 
 今後も麻しんの排除状態の維持のため、さらなる麻しん対策の推進につきま

して、引き続きご協力賜りますようお願い申し上げます。 
 貴会におかれましても、本件についてご了知の上、貴会管下郡市区医師会に

周知いただきますよう、ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。 
 



      

世界保健機関西太平洋地域事務局プレス資料 
 

Brunei Darussalam, Cambodia, Japan verified as achieving measles elimination 
Western Pacific Region achieves progress towards measles elimination,  

but challenges remain 
 
MACAO SAR (CHINA), 27 MARCH 2015 – Brunei Darussalam, Cambodia and Japan have 

been verified as having achieved measles elimination by the Measles Regional Verification 

Commission. The three countries join Australia, Macao SAR (China), Mongolia and the 

Republic of Korea as countries and areas in the Western Pacific Region that have 

successfully eliminated measles.  

 

The Region has made substantial progress, with measles deaths dropping to 1500 in 2013 

from 10 400 in 2000. Measles cases also dropped dramatically to 31 706 cases in 2013 from 

177 052 cases in 2000.  

 

“Measles elimination is achievable in the Western Pacific Region. Increased commitment, 

funding and advocacy are all urgently required to immunize all children against measles, 

especially the most vulnerable in the hardest to reach communities,” said Dr Shin Young-soo, 

World Health Organization Regional Director for the Western Pacific. “Recent progress is 

impressive, but we must do more to ensure that immunization programmes reach everyone 

and measles elimination continues to be a priority."   

 

Measles elimination in Brunei Darussalam, Cambodia and Japan was made possible because 

each of the three countries was able to achieve high coverage with two doses of measles 

vaccine either through routine immunization or immunization campaigns. 

 

Worldwide, measles kills 400 people a day—or about 16 deaths every hour, most of whom 

are children under the age of five. “Measles is the most highly infectious disease known, and 

it is easily prevented with just two doses of measles vaccine," said Dr Sergey Diorditsa, 

Coordinator, Expanded Programme on Immunization for the WHO Western Pacific Region.   

While measles mortality and morbidity have decreased substantially, the Region faced 

challenges in 2014 with outbreaks in several countries that had experienced prolonged 

periods with little or no measles transmission. 

 



At its sixty-first session in 2010, the Regional Committee for the Western Pacific urged the 

Regional Director to establish an independent regional verification mechanisms for measles 

elimination. The regional verification mechanism enables acknowledgment of countries and 

areas that have eliminated measles. Commission members also provide guidance to countries 

working towards measles elimination. 

 
Note to Editors 
In 2014, measles-rubella mass campaigns were conducted in the Federated States of 
Micronesia, the Lao People’s Democratic Republic, Philippines, Solomon Islands and  
Viet Nam.  Globally, more than 1.8 billion people have been reached since 2000 with the support of 
the Measles & Rubella Initiative through routine immunization and mass campaigns. 

 
The Measles & Rubella Initiative 
Launched in 2001, the Measles & Rubella Initiative is a global partnership led by the 
American Red Cross, United Nations Foundation, U.S. Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), UNICEF and WHO.  
 
The Measles & Rubella Initiative is committed to ensuring that no child dies from measles or 
is born with congenital rubella syndrome; reducing measles deaths by 95% by 2015; and 
achieving measles and rubella elimination in at least five WHO regions by 2020. The Region 
of the Americas has sustained measles elimination since 2002 and the Western Pacific 
Region is on track to reach its goal. All six regions have established measles elimination 
goals. 
 
For more information, please contact: 
Mr Ruel E. Serrano 
Assistant, Public Information Office 
WHO Regional Office for the Western Pacific 
Telephone: +632 528 9993 
Email: serranor@wpro.who.int 
 
Related links: 
 
Health topic: Measles 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/en/  
 
Global Vaccine Action Plan 2011-2020 
http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/  
 
Q&A: Measles verification 
http://www.wpro.who.int/mediacentre/releases/2014/FINAL_RVCQA11Mar.pdf?ua=1    
 

 

 



麻しん患者報告数推移
（2008年第1週～2015年第11週* ）

（感染症発生動向調査：2015年3月18日現在暫定値）

2015 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年*

11,013人 732人 447人 439人 283人 229人 463人 7人

2008年度より定期接種の3期・4期を開始（2012年度末まで）



都道 府県医師会長殿

日医発第 24号（地 I16) 

平成 2 7年 4月 6 日

日本医師会長

横倉義武

「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」の改正について

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

今般、厚生労働省医政局長より各都道府県知事に対し、標記の通知が発出される

とともに、本会に対しても周知方依頼がありました。

本件は、旧厚生省通知「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」（平

成 7年 12月 15日付日医発第 674号（地 282）にて貴会宛に送付済。）につき、予防

接種等における医療機関の事務手続の簡素化を図る観点から改正を行い、周知を依

頼するものであります。詳細につきましては、新旧対照表をご確認ください。

なお、予防接種については、あくまで、新たに診療所開設の手続を要しない場合

を示しているのみであり、本通知によって「定期接種実施要領」による実施場所、

注意事項その他の取扱いを何ら変更するものではないこと、並びに採血については、

地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血に限定されていること

についてご留意いただきますようお願いいたします。

つきましては、貴会におかれましでも本件についてご了知のうえ、貴会管下医師

会及び関係医療機関等への周知方につき、ご高配のほどよろしくお願い申し上げま

す。

追って、本通知に関連して、「医療機関外の場所で行う予防接種実施について」（平

成 27年 4月 6日（地ill1)）及び「「予防接種法第 5条第 1項の規定による予防接種の

実施についてj の一部改正について」（平成 27年 4月 6日（地ill2）。定期接種実施要

領の一部見直し。）を貴会にお送りしておりますことを申し添えます。
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公益社団法人 日本医師会会長殿

医政発0331第 12号

平 成27年 3月31日

「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」の改正について

標記について、別添の通り、各都道府県知事あてに通知を発出いたしましたの

で、その内容について御了知いただきますとともに、貴団体会員等に広く周知い

ただきますようお願い申し上げます。
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医政発0331第11号

平成27年 3月 31日

各都道府県知事殿
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局政医省働労生厚

「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」の改正について

今般、予防接種等における医療機関の事務手続の簡素化を図る観点から、「医

療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについてJ（平成 7年11月29日健政発第

927号厚生省健康政策局長通知）の一部を別添のとおり改正することとしたので

通知します。

貴職におかれましては、管下保健所設置市、特別区、関係団体等に対し、改め

て今回通知する巡回健診等の医療法上の取扱いについての周知をお願いします。



別添

0医療機関外の場所で行う健康診断等の取扱いについて

（平成7年11月29日健政発第927号厚生省健康政策局長通知）

標記について、疾病予防、生活習慣病の早期発見等に係る国民の関心の高まりなどを背

景に、医療機関外の場所で行う健康診断に対する需要が増加しているところであるが、今

般国民がより身近に健康診断を受けることを可能とするとともに、予防接種等における医

療機関の事務手続の簡素化を図るため、医療機関外の場所で行う健康診断、予防接種又は

採血（以下「巡回健診等Jという。）の医療法上の取扱いを左記のとおり定めることとし

たので通知する。

なお、実施主体の既存の病院又は診療所における通常の診療に支障の生じないことにつ

いて十分確認のうえ、この取扱いを適用することとされたい。

記

1 既存の病院又は診療所の事業として巡回健診等を行う場合における医療法及びこれに

基づく法令の適用並びにこれに関する指導監督については、次のとおりとすること。

( 1) 次のアからウまでのいずれをも満たす巡回健診等の実施については、新たに診療所

開設の手続を要しないものとすること。

ア感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、労働安全衛生法等に基

づく健康診断、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査及び医療等

以外の保健事業としての健康診査、保険者からの委託に基づく健康診断等、公共的

な性格を有する定型的な健康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とし

た予防接種（予防接種法施行令に規定する対象年齢以外の者に接種する場合も含む）、

地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血のみを実施する巡回健

診等（疾病の治療を前提としたものを除く。）であること。

イ当該病院又は診療所の所在する都道府県内で行われるものであるニと。

ウ次のいずれかに該当するものであること。

（ア） 巡回健診等を目的とした車輔又は船舶で、あって当該車輔又は船舶内において健康

診断、予防接種又は採血を行うことができる構造設備となっているもの（以下「移

動健診等施設」という。）を利用する場合

（イ） 移動健診等施設以外の施設を利用して行われる巡回健診等であって、定期的に反

覆継続（おおむね週二回以上とする。なお、同日中に複数の場所で実施する場合

については、一回の巡回健診等とみなす。）して行われることのないもの又は一

定の地点において継続（おおむね三日以上とする。）して行われることのないも

の



別添

(2) (1）による場合、当該病院又は診療所から次に掲げる事項の提出を求めること。

これを変更したときも同様とすること。

ア当該病院又は診療所の開設者の名称及び主たる事務所の所在地

イ当該病院又は診療所の名称及び所在地

ウおおむね一か月から三か月までの期間ごとに巡回健診等を行う場所及び各場所ごと

の医師又は歯科医師である実施責任者の氏名を記した実施計画

エ健康診断の項目、予防接種の種類又は採血に係る検査の種類

オ実施の目的、方法及び健康診断、予防接種又は採血に係る費用の徴収方法

カ移動健診等施設を利用する場合は、その構造設備の概要

(3) (1）による場合、次の点に留意して指導監督を行うこと。

ア当該病院又は診療所の管理者の指揮監督の下に（2）ウの医師又は歯科医師である実

施責任者に医療法及びこれに基づく法令の管理者に関する規定に則って巡回健診等

を管理させること。

イ巡回健診等を行うに当たっては、衛生上、防火上及び保安上安全と認められる場所

を選定し、かっ、清潔を保持するよう留意させること。

ウ医療法人が巡回健診等を行う場合にあっては、当該病院又は診療所の事業として行

われるものであるため、定款又は寄附行為の変更（新規事業の追加）は不要である

こと。

(4) (1）による場合、予防接種については、あくまで、新たに診療所開設の手続

を要しない場合を示しているのみであり、本通知によって「予防接種法第5条第1

項の規定による予防接種の実施について」 （平成25年3月30日付け健発0330第2号健

康局長通知）の別添「定期接種実施要領Jによる実施場所、注意事項その他の取扱

いを何ら変更するものではないこと。

2 巡回健診等が1(1）に該当しない場合には、従来どおり巡回健診等の実施場所ごとに

診療所開設の手続をとるものとすること。



0 医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて（平成7年 11月29日健政発第927号厚生省健康政策局長通知）（抄）

（傍線の部分は改正部分）

新 ！日

O医療機関外の場所で行う健康診断笠の取扱いについて 。医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて

（平成7年 11月 29日健政発第九二七号厚生省健康政策局長通知） （平成7年 11月 29日健政発第九二七号厚生省健康政策局長通知）

標記について、疾病予防、主量宣盤病の早期発見等に係る国民の関心の高 標記について、疾病予防、盛ム病の早期発見等に係る国民の関心の高まり

まりなどを背景に、医療機関外の場所で行う健康診断に対する需要が増加し｜などを背景に、医療機関外の場所で行う健康診断（以下「巡回健診Jというn)

ているところであるが、今般国民がより身近に健康診断を受けることを可能｜に対する需要が増加しているところであるが、今般国民がより身近に健康診

とするとともに、予防接種等における医療機関の事務手続の簡素化を図るた｜断を受けることを可能とするため、巡回健診の医療法上の取扱いを左記のと

め、医療機関外の場所で行う健康診断、予防接種文は採血（以下「巡回健診｜おり定めることとしたので通知する。

等Iという n）の医療法上の取扱いを左記のとおり定めることとしたので通知｜ なお、実施主体の既存の病院又は診療所における通常の診療に支障の生じ

する。 ｜ないことについて十分確認のうえ、この取扱いを適用することとされたい。

なお、実施主体の既存の病院又は診療所における通常の診療に支障の生じ

ないことについて十分確認のうえ、この取扱いを適用することとされたい。

記

1 既存の病院又は診療所の事業として巡回健診等を行う場合における医療

法及びこれに基づく法令の適用並びにこれに関する指導監督については、

次のとおりとすること。

( 1) 次のアからウまでのいずれをも満たす巡回健診笠の実施については、

新たに診療所開設の手続を要しないものとすること。

ア感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、労働安全衛

記

1 既存の病院又は診療所の事業として巡回盤整を行う場合における医療法

及びこれに基づく法令の適用並びにこれに関する指導監督については、次

のとおりとすること。

( 1) 次のアからウまでのいずれをも満たす巡回健診の実施については、

新たに診療所開設の手続を要しないものとすること。

ア 結核予防法、労働安全衛生法等に基づく健康診断、圭よ保健法に基づ



生法等に基づく健康診断、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく笠塞

健康診査及び医療等以外の保健事業としての健康診査、保険者からの委託

に基づく健康診断等、公共的な性格を有する定型的な健康診断、予防接種

法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種（予防接種法施行令に規

定する対象年齢以外の者に接種する場合も含むn）、地方公共団体が直接文

は委託して実施する検査のための採血のみを実施する巡回健診笠（疾病の

治療を前提としたものを除く。）であるこ左。

イ（略）

ウ次のいずれかに該当するものであること。

（ア）巡回健診等を目的とした車輔又は船舶であって当該車輔又は船舶内に

おいて健康診断、予防接種又は採血を行うことができる構造設備となっ

ているもの（以下「移動健診笠施設」という。）を利用する場合

（イ） 移動健診等施設以外の施設を利用して行われる巡回健診等であって、

定期的に反覆継続（おおむね週二回以上とする。なお、同日中に複数の

場所で実施する場合については、一回の巡回健診等とみなす。）して行わ

れることのないもの又は一定の地点において継続（おおむね三日以上と

する。）して行われることのないもの

(2) (1）による場合、当該病院又は診療所から次に掲げる事項の提出を

求めること。これを変更したときも同様とすること。

ア当該病院又は診療所の開設者の名称及び主たる事務所の所在地

イ当該病院又は診療所の名称及び所在地

ウおおむね一か月から三か月までの期間ごとに巡回健診等を行う場所及び

各場所ごとの医師又は歯科医師である実施責任者の氏名を記した実施計画

エ健康診断の項目、予防接種(J)_種類又は採血に係る盤査の種類

く医療等以外の保健事業としての健康診査、保険者からの委託に基づく

健康診断等、公共的な性格を有する定型的な健康診断のみを実施する巡

！回健診（疾病の治療を前提としたものを除く。）であること。

イ（略）

ウ 次のいずれかに該当するものであること。

（ア）巡回健診車又は巡回健診船であって当該車輔又は船舶内において健康

診断を行ラことができる構造設備となっているもの（以下「移動健診施

設」という。）を利用する場合

（イ）移動健診施設以外の施設を利用して行われる巡回盤整であって、定期

的に反覆継続（おおむね週二回以上とする。）して行われることのないも

の又は一定の地点において継続（おおむね三日以上とする。）して行われ

石ことのないもの

(2) (1)による場合、当該病院又は診療所から次に掲げる事項の提出を

求めること。これを変更したときも同様とすること。

ア 当該病院又は診療所の開設者の名称及び主たる事務所の所在地

イ 当該病院又は診療所の名称及び所在地

ウ おおむね一か月から三か月までの期間ごとに巡回盤登を行う場所及び各

場所ごとの医師又は歯科医師である実施責任者の氏名を記した実施計画

エ健康診断の項目



オ実施の目的、方法及び健康診断、予防接種又は採血に係る費用の徴収方法！オ実施の目的、方法及び健康診断費用の徴収方法

カ移動健診等施設を利用する場合は、その構造設備の概要 カ 整監盤整施設を利用する場合は、その構造設備の概要

(3) (1）による場合、次の点に留意して指導監督を行うこと。 I (3) (1）による場合、次の点に留意して指導監督を行うこと。

ア当該病院又は診療所の管理者の指揮監督の下に（2）ウの医師又は歯科医｜ア 当該病院又は診療所の管理者の指揮監督の下に（2）ウの医師又は歯科医

師である実施責任者に医療法及びこれに基づく法令の管理者に関する規定｜ 師である実施責任者に医療法及びこれに基づく法令の管理者に関する規定

に則って巡回健診等を管理させること。 ｜ に則って巡回盤整を管理させること。

イ巡回健診等を行うに当たっては、衛生上、防火上及び保安上安全と認めらiイ 巡回盤整を行うに当たっては、衛生上、防火上及び保安上安全と認めら

れる場所を選定し、かっ、清潔を保持するよう留意させること。 ｜れる場所を選定し、かつ、清潔を保持するよう留意させること。

ウ医療法人が巡回健診等を行う場合にあっては、当該病院又は診療所の事業｜ウ 医療法人が巡回盤整を行う場合にあっては、当該病院又は診療所の事業

として行われるものであるため、定款又は寄附行為の変更（新規事業の追加）｜ として行われるものであるため、定款又は寄附行為の変更（新規事業の追加）

は不要であること。

(4) (1）による場合、予防接種については、あくまで、新たに診療所開

設の手続を要しない場合を示しているのみであり、本通知によって「予

防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施についてJ（平成25

年 3月初日付け健発 0330第2号健康局長通知）の別添「定期接種実

施要領lによる実施場所、注意事項その他の取扱いを何ら変更するもの

ではないこと。

は不要であること。

2 巡回健診笠が 1(1）に該当しない場合には、従来どおり巡回健診笠の実 12 巡回健診が 1(1）に該当しない場合には、従来どおり巡回健診の実施場

施場所ごとに診療所開設の手続をとるものとすること。 ｜所ごとに診療所開設の手続をとるものとすること。



（地Ⅲ１）  

平成２７年４月６日 

 

都道府県医師会 

  感染症危機管理担当理事  殿 

日本医師会感染症危機管理対策室長  

小 森  貴 

 

 

医療機関外の場所で行う予防接種の実施について 

 

『「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」の改正について』は、平

成２７年４月６日付日医発第２４号（地Ⅰ１６）をもって貴会宛お送りいたしました

が、同改正により、医療機関外の場所で行う予防接種のうち、一定要件を満たすもの

については新たに診療所開設の手続きを要しないものとされたところであります。 

これに伴い、今般、医療機関外の場所で行う予防接種に当たっての注意事項につい

て、厚生労働省医政局長、健康局長の連名により別添の通知が発出されました。 

本件の概要は、①医療機関外の場所で定期の予防接種を行う場合において、別添の

「定期接種実施要領」による実施場所、注意事項その他の取扱いに従い実施すること、

②医療機関外の場所で任意の予防接種を行う場合においても「定期接種実施要領」に

よる実施場所、注意事項その他の取扱いに準じて実施するよう努めることであります。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、貴会管下郡市区

医師会、関係医療機関等への周知方ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。 

なお、本改正によっても添付の定期接種実施要領の「第１ 総論 ５ 接種の場所」

に示すとおり、「定期接種については、適正かつ円滑な予防接種の実施のため、市町

村長の要請に応じて予防接種に協力する旨を承諾した医師が医療機関で行う個別接

種を原則とすること。」について、変更するものでないことを申し添えます。 



 

  平成２7 年３月３１日 

医政発０３３１第６８号 

健発０３３１第２８号 

 

   各都道府県知事 殿 

 

厚生労働省医政局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

厚生労働省健康局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

医療機関外の場所で行う予防接種の実施について 

 

本日、「「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」の改正について」（平成

27年３月 31日付け医発 0331第 11号厚生労働省医政局長通知）が通知され、医療機関外

の場所で行う予防接種のうち、一定の要件を満たすものについては、新たに診療所開設の

手続を要しないものとしたところである。 

これに伴い、医療機関外の場所で行う予防接種に当たっての注意事項を下記のとおりと

したので、御了知の上、貴管内市町村（保健所を設置する市及び特別区を含む。）及び関係

機関等に対して周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。 

また、公益社団法人日本医師会に対し、本件に係る協力を依頼していることを申し添え

る。 

 

記 

 

１ 医療機関外の場所で定期の予防接種を行う場合の注意事項 

予防接種法（昭和 23年法律第 68号）第５条第１項の規定による予防接種については、

従前どおり、「予防接種法（昭和 23年法律第 68号）第５条第１項に基づく予防接種の実

施について」（平成 25年３月 30日付け健発 0330第２号健康局長通知）の別添「定期接

種実施要領」（以下「定期接種実施要領」という。）による実施場所、注意事項その他の

取扱いに従い実施すること。 

 

２ 医療機関外の場所で任意の予防接種を行う場合の注意事項 

予防接種法第５条第１項の規定によらない予防接種については、「定期接種実施要領」

による実施場所、注意事項その他の取扱いに準じて実施するよう努めること。 
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定期接種実施要領 

 

第１ 総論 

１ 予防接種台帳 

市町村長（特別区の長を含む。以下同じ。）は、予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定による予防接種（以下「定期接種」という。）

の対象者について、あらかじめ住民基本台帳その他の法令に基づく適法な居住の事実を

証する資料等に基づき様式第一の予防接種台帳を参考に作成し、予防接種法施行令（昭

和 23 年政令第 197 号。以下「政令」という。）第６条の２や文書管理規程等に従い、

少なくとも５年間は適正に管理・保存すること。 

また、予防接種台帳を未接種者の把握等に有効活用するため、電子的な管理を行うこ

とが望ましい。 

  

２ 対象者等に対する周知 

（１）定期接種を行う際は、政令第５条の規定による公告を行い、政令第６条の規定によ

り定期接種の対象者又はその保護者に対して、あらかじめ、予防接種の種類、予防接

種を受ける期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項、予

防接種を受けることが適当でない者、接種に協力する医師その他必要な事項が十分周

知されること。その周知方法については、やむを得ない事情がある場合を除き、個別

通知とし、確実な周知に努めること。 

   ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種を行う際は、使用するワクチンについて、

子宮頸がんそのものを予防する効果は現段階で証明されていないものの、子宮頸がん

の原因となるがんに移行する前段階の病変の発生を予防する効果は確認されており、

定期接種が子宮頸がんの予防を主眼としたものであることが適切に伝わるよう努める

ものとし、また、Ｂ類疾病の定期接種を行う際は、接種を受ける法律上の義務はなく、

かつ、自らの意思で接種を希望する者のみに接種を行うものであることを明示した上

で、上記内容が十分周知されること。 

（２）予防接種の対象者又はその保護者に対する周知を行う際は、必要に応じて、母子健

康手帳の持参、費用等も併せて周知すること。なお、母子健康手帳の持参は必ずしも

求めるものではないが、接種を受けた記録を本人が確認できるような措置を講じるこ

と。 

（３）近年、定期接種の対象者に外国籍の者が増えていることから、英文等による周知等

に努めること。 

（４）麻しん及び風しんの定期接種については、「麻しんに関する特定感染症予防指針」

（平成 19 年厚生労働省告示第 442 号）及び「風しんに関する特定感染症予防指針」

（平成 26 年厚生労働省告示第 122 号）において、第１期及び第２期の接種率目標を

95％以上と定めており、また、結核の定期接種についても、「結核に関する特定感

染症予防指針」（平成 19 年厚生労働省告示第 72 号）において、接種率目標を 95％

以上と定めていることから、予防接種を受けやすい環境を整え、接種率の向上を図



2 
 

ること。 

 

３ 予防接種実施状況の把握 

（１）既接種者及び未接種者の確認 

予防接種台帳等の活用により、「７ 予防接種の実施計画」で設定した接種予定時

期を前提として、接種時期に応じた既接種者及び未接種者の数を早期のうちに確認し、

管内における予防接種の実施状況について的確に把握すること。 

（２）未接種者への再度の接種勧奨 

Ａ類疾病の定期接種の対象者について、本実施要領における実施時期を過ぎてもな

お、接種を行っていない未接種者については、疾病罹患予防の重要性、当該予防接種

の有効性、発生しうる副反応及び接種対象である期間について改めて周知した上で、

本人及びその保護者への個別通知等を活用して、引き続き接種勧奨を行うこと。 

（３）定期的な健診の機会を利用した接種状況の確認 

母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号）に規定する健康診査（１歳６か月児健康診

査及び３歳児健康診査）及び学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号）に規定する健

康診断（就学時の健康診断）の機会を捉え、市町村長は、定期接種の対象となってい

る乳幼児の接種状況について、保健所又は教育委員会と積極的に連携することにより、

その状況を把握し、未接種者に対しては、引き続き接種勧奨を行うこと。 

 

４ 予防接種に関する周知 

市町村長は、予防接種制度の概要、予防接種の有効性・安全性及び副反応その他接種

に関する注意事項等について、十分な周知を図ること。 

 

５ 接種の場所 

定期接種については、適正かつ円滑な予防接種の実施のため、市町村長の要請に応じ

て予防接種に協力する旨を承諾した医師が医療機関で行う個別接種を原則とすること。

ただし、予防接種の実施に適した施設において集団を対象にして行うこと（集団接種）

も差し支えない。 

また、定期接種の対象者が寝たきり等の理由から、当該医療機関において接種を受け

ることが困難な場合においては、予防接種を実施する際の事故防止対策、副反応対策等

の十分な準備がなされた場合に限り、当該対象者が生活の根拠を有する自宅や入院施設

等において実施しても差し支えない。これらの場合においては、「１３ Ａ類疾病の定

期接種を集団接種で実施する際の注意事項」及び「１４ 医療機関以外の場所で定期接

種を実施する際の注意事項」に留意すること。 

なお、市町村長は、学校等施設を利用して予防接種を行う場合は、管内の教育委員会

等関係機関と緊密な連携を図り実施すること。 

 

６ 接種液 

（１）接種液の使用に当たっては、標示された接種液の種類、有効期限内であること及び

異常な混濁、着色、異物の混入その他の異常がない旨を確認すること。 
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（２）接種液の貯蔵は、生物学的製剤基準の定めるところによるほか、所定の温度が保た

れていることを温度計によって確認できる冷蔵庫等を使用する方法によること。 

   また、凍結させないことなど、ワクチンによって留意事項があるので、それぞれ添

付文書を確認の上、適切に貯蔵すること。 

 

７ 予防接種の実施計画 

（１）予防接種の実施計画の策定については、次に掲げる事項に留意すること。 

ア 実施計画の策定に当たっては、地域医師会等の医療関係団体と十分協議するもの

とし、個々の予防接種が時間的余裕をもって行われるよう計画を策定すること。 

また、インフルエンザの定期接種については、接種希望者がインフルエンザの流

行時期に入る前（通常は 12 月中旬頃まで）に接種を受けられるよう計画を策定す

ること。 

イ 接種医療機関において、予防接種の対象者が他の患者から感染を受けることのな

いよう、十分配慮すること。 

  ウ 予防接種の判断を行うに際して注意を要する者（(ア)から(カ)までに掲げる者を

いう。以下同じ。）について、接種を行うことができるか否か疑義がある場合は、

慎重な判断を行うため、予防接種に関する相談に応じ、専門性の高い医療機関を紹

介する等、一般的な対処方法等について、あらかじめ決定しておくこと。 

（ア）心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有

する者 

（イ）予防接種で接種後２日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギー

を疑う症状を呈したことがある者 

（ウ）過去にけいれんの既往のある者 

（エ）過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がい

る者 

（オ）接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者 

（カ）結核の予防接種にあっては、過去に結核患者との長期の接触がある者その他の

結核感染の疑いのある者 

（２）市町村長は、予防接種の実施に当たっては、あらかじめ、予防接種を行う医師に対

し実施計画の概要、予防接種の種類、接種対象者等について説明すること。 

（３）接種医療機関及び接種施設には、予防接種直後の即時性全身反応等の発生に対応す

るために必要な薬品及び用具等を備え、又は携行すること。 

 

８ 対象者の確認 

接種前に、予防接種の通知書その他本人確認書類の提示を求める等の方法により、接

種の対象者であることを慎重に確認すること。 

なお、接種回数を決定するに当たっては、次のことに留意すること。 

（１）「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業の実施について」（平成 22 年 11 月 26

日厚生労働省健康局長、医薬食品局長連名通知）に基づき過去に一部接種した回数に

ついては、既に接種した回数分の定期接種を受けたものとしてみなすこと。 
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（２）海外等で受けた予防接種については、医師の判断と保護者の同意に基づき、既に接

種した回数分の定期接種を受けたものとしてみなすことができること。 

 

９ 予診票 

（１）乳幼児や主に小学生が接種対象となっている定期接種（ジフテリア、百日せき、破

傷風、急性灰白髄炎、麻しん、風しん、日本脳炎、結核、Ｈｉｂ感染症、小児の肺炎

球菌感染症又は水痘）については様式第二予防接種予診票（乳幼児・小学生対象）を

、ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種のうち、接種を受ける者に保護者が同伴

する場合及び接種を受ける者が既婚者の場合については様式第三ヒトパピローマウイ

ルス感染症予防接種予診票（保護者が同伴する場合、受ける人が既婚の場合）を、接

種を受ける者に保護者が同伴しない場合については様式第四ヒトパピローマウイルス

感染症予防接種予診票（保護者が同伴しない場合）を、インフルエンザの定期接種に

ついては様式第五インフルエンザ予防接種予診票を、高齢者の肺炎球菌感染症の定期

接種については様式第六高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種予診票を、それぞれ参考

にして予診票を作成すること。 

なお、予診票については、予防接種の種類により異なる紙色のものを使用すること

等により予防接種の実施に際して混同を来さないよう配慮すること。 

（２）作成した予診票については、あらかじめ保護者に配布し、各項目について記入する

よう求めること。 

（３）市町村長は、接種後に予診票を回収し、文書管理規程等に従い、少なくとも５年間

は適正に管理・保存すること。 

 

１０ 予診並びに予防接種不適当者及び予防接種要注意者 

（１）接種医療機関及び接種施設において、問診、検温、視診、聴診等の診察を接種前に

行い、予防接種を受けることが適当でない者又は予防接種の判断を行うに際して注意

を要する者に該当するか否かを調べること（以下「予診」という。）。 

（２）個別接種については、原則、保護者の同伴が必要であること。 

ただし、政令第１条の３第２項の規定による対象者に対して行う予防接種、政令附

則第４項による日本脳炎の定期接種及びヒトパピローマウイルス感染症の定期接種（

いずれも 13 歳以上の者に接種する場合に限る。）において、あらかじめ、接種する

ことの保護者の同意を予診票上の保護者自署欄にて確認できた者については、保護者

の同伴を要しないものとする。 

また、接種の実施に当たっては、被接種者本人が予防接種不適当者又は予防接種要

注意者か否かを確認するために、予診票に記載されている質問事項に対する回答に関

する本人への問診を通じ、診察等を実施したうえで、必要に応じて保護者に連絡する

などして接種への不適当要件の事実関係等を確認するための予診に努めること。 

なお、被接種者が既婚者である場合は、この限りではない。 

（３）乳幼児に対して定期接種を行う場合は、保護者に対し、接種前に母子健康手帳の提

示を求めること。 

（４）Ｂ類疾病の定期接種の実施に際しては、接種を受ける法律上の義務がないことから、
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対象者が自らの意思で接種を希望していることを確認すること。対象者の意思の確認

が容易でない場合は、家族又はかかりつけ医の協力を得て、その意思を確認すること

も差し支えないが、明確に対象者の意思を確認できない場合は、接種してはならない

こと。 

（５）予診の結果、異常が認められ、予防接種実施規則（昭和 33 年厚生省令第 27 号。以

下「実施規則」という。）第６条に規定する者に該当する疑いのある者と判断される

者に対しては、当日は接種を行わず、必要があるときは、精密検査を受けるよう指示

すること。この場合、Ｂ類疾病の定期接種については、法の趣旨を踏まえ、積極的な

接種勧奨とならないよう特に留意すること。なお、インフルエンザの定期接種で接種

後２日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したこ

とがある者は、予防接種法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 36 号。以下「施行規則」

という。）第２条第８号に該当することに留意すること。 

（６）予防接種の判断を行うに際して注意を要する者については、被接種者の健康状態及

び体質を勘案し、慎重に予防接種の適否を判断するとともに、説明に基づく同意を確

実に得ること。 

 

１１ 予防接種後副反応等に関する説明及び同意 

予診の際は、予防接種の有効性・安全性、予防接種後の通常起こり得る副反応及びま

れに生じる重い副反応並びに予防接種健康被害救済制度について、定期接種の対象者又

はその保護者がその内容を理解し得るよう適切な説明を行い、予防接種の実施に関して

文書により同意を得た場合に限り接種を行うものとすること。 

ただし、政令第１条の３第２項の規定による対象者に対して行う予防接種、政令附則

第４項による日本脳炎の定期接種及びヒトパピローマウイルス感染症の定期接種（いず

れも 13 歳以上の者に接種する場合に限る。）において、保護者が接種の場に同伴しな

い場合には、予防接種の有効性・安全性、予防接種後の通常起こり得る副反応及びまれ

に生じる重い副反応並びに予防接種健康被害救済制度についての説明を事前に理解する

必要があるため、様式第四ヒトパピローマウイルス感染症予防接種予診票（保護者が同

伴しない場合）を参考に、説明に関する情報を含有している予診票を作成した上で、事

前に保護者に配布し、保護者がその内容に関する適切な説明を理解したこと及び予防接

種の実施に同意することを当該予診票により確認できた場合に限り接種を行うものとす

ること。 

  なお、児童福祉施設等において、接種の機会ごとに保護者の文書による同意を得るこ

とが困難であることが想定される場合には、当該施設等において、保護者の包括的な同

意文書を事前に取得しておくことも差し支えなく、また、被接種者が既婚者である場合

は、被接種者本人の同意にて足りるものとする。 

  

１２ 接種時の注意 

（１）予防接種を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守すること。 

ア 予防接種に従事する者は、手指を消毒すること。 

イ 接種液の使用に当たっては、有効期限内のものを均質にして使用すること。 



6 
 

ウ バイアル入りの接種液は、栓及びその周囲をアルコール消毒した後、栓を取り外

さないで吸引すること。 

エ 接種液が入っているアンプルを開口するときは、開口する部分をあらかじめアル

コール消毒すること。 

オ 結核、ヒトパピローマウイルス感染症及び高齢者の肺炎球菌感染症以外の予防接

種にあっては、原則として上腕伸側に皮下接種により行う。接種前には接種部位を

アルコール消毒し、接種に際しては注射針の先端が血管内に入っていないことを確

認すること。同一部位への反復しての接種は避けること。 

カ 結核の予防接種にあっては、接種前に接種部位をアルコール消毒し、接種に際し

ては接種部位の皮膚を緊張させ、ワクチンの懸濁液を上腕外側のほぼ中央部に滴下

塗布し、９本針植付けの経皮用接種針（管針）を接種皮膚面に対してほぼ垂直に保

ちこれを強く圧して行うこと。接種数は２箇とし、管針の円跡は相互に接するもの

とすること。 

キ ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種にあっては、ワクチンの添付文書の記

載に従って、組換え沈降２価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを使用する場

合は原則として上腕の三角筋部に、組換え沈降４価ヒトパピローマウイルス様粒子

ワクチンを使用する場合は原則として上腕の三角筋部又は大腿四頭筋部に筋肉内注

射する。接種前に接種部位をアルコール消毒し、接種に際しては注射針の先端が血

管内に入っていないことを確認すること。同一部位への反復しての接種は避けるこ

と。 

ク 高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種にあっては、原則として上腕伸側に皮下接種

又は筋肉内注射により行う。接種前には接種部位をアルコール消毒し、接種に際し

ては注射針の先端が血管内に入っていないことを確認すること。 

ケ 接種用具等の消毒は、適切に行うこと。 

（２）被接種者及び保護者に対して、次に掲げる事項を要請すること。 

ア 接種後は、接種部位を清潔に保ち、接種当日は過激な運動を避けるよう注意し、

又は注意させること。 

イ 接種後、接種局所の異常反応や体調の変化を訴える場合は、速やかに医師の診察

を受け、又は受けさせること。 

ウ 被接種者又は保護者は、イの場合において、被接種者が医師の診察を受けたとき

は、速やかに当該予防接種を行った市町村（特別区を含む。以下同じ。）の担当部

局に連絡すること。 

 

１３ Ａ類疾病の定期接種を集団接種で実施する際の注意事項 

（１）実施計画の策定 

予防接種の実施計画の策定に当たっては、予防接種を受けることが適当でない者を

確実に把握するため、特に十分な予診の時間を確保できるよう留意すること。 

（２）接種会場 

ア 冷蔵庫等の接種液の貯蔵設備を有するか、又は接種液の貯蔵場所から短時間で搬

入できる位置にあること。 
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イ ２種類以上の予防接種を同時に行う場合は、それぞれの予防接種の場所が明確に

区別され、適正な実施が確保されるよう配慮すること。   

（３）接種用具等の整備 

ア 接種用具等、特に注射針、体温計等多数必要とするものは、市町村が準備してお

くこと。 

イ 注射器は、２ミリリットル以下のものを使用すること。 

ウ 接種用具等を滅菌する場合は、煮沸以外の方法によること。 

（４）予防接種の実施に従事する者 

ア 予防接種を行う際は、予診を行う医師１名及び接種を行う医師１名を中心とし、

これに看護師、保健師等の補助者２名以上及び事務従事者若干名を配して班を編制

し、各班員が行う業務の範囲をあらかじめ明確に定めておくこと。 

イ 班の中心となる医師は、あらかじめ班員の分担する業務について必要な指示及び

注意を行い、各班員はこれを遵守すること。 

（５）保護者の同伴要件 

集団接種については、原則、保護者の同伴が必要であること。 

ただし、政令第１条の３第２項の規定による対象者に対して行う予防接種、政令附

則第４項による日本脳炎の定期接種及びヒトパピローマウイルス感染症の定期接種（

いずれも 13 歳以上の者に接種する場合に限る。）において、あらかじめ、接種する

ことの保護者の同意を予診票上の保護者自署欄にて確認できた者については、保護者

の同伴を要しないものとする。 

また、接種の実施に当たっては、被接種者本人が予防接種不適当者又は予防接種要

注意者か否かを確認するために、予診票に記載されている質問事項に対する回答内容

に関する本人への問診を通じ、診察等を実施したうえで、必要に応じて保護者に連絡

するなどして接種への不適当要件の事実関係等を確認するための予診に努めること。 

なお、被接種者が既婚者である場合は、この限りではない。 

（６）予防接種を受けることが適当でない状態の者への注意事項 

予診を行う際は、接種場所に予防接種を受けることが適当でない状態等の注意事項

を掲示し、又は印刷物を配布して、保護者等から予防接種の対象者の健康状態、既往

症等の申出をさせる等の措置をとり、接種を受けることが不適当な者の発見を確実に

すること。 

（７）女性に対する接種の注意事項 

政令第１条の３第２項の規定による対象者に対して行う予防接種、政令附則第４項

で定める日本脳炎の定期接種及びヒトパピローマウイルス感染症の定期接種対象者の

うち、13 歳以上の女性への接種に当たっては、妊娠中若しくは妊娠している可能性が

ある場合には原則接種しないこととし、予防接種の有益性が危険性を上回ると判断し

た場合のみ接種できる。このため、接種医は、入念な予診が尽くされるよう、予診票

に記載された内容だけで判断せず、必ず被接種者本人に、口頭で記載事実の確認を行

うこと。また、その際、被接種者本人が事実を話しやすいような環境づくりに努める

とともに、本人のプライバシーに十分配慮すること。 
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１４ 医療機関以外の場所で定期接種を実施する際の注意事項 

（１）安全基準の遵守 

市町村長は、医療機関以外の場所での予防接種の実施においては、被接種者に副反

応が起こった際に応急対応が可能なように下記における安全基準を確実に遵守するこ

と。 

ア 経過観察措置 

市町村長は、予防接種が終了した後に、短時間のうちに、被接種者の体調に異変

が起きても、その場で応急治療等の迅速な対応ができるよう、接種を受けた者の身

体を落ち着かせ、接種した医師、接種に関わった医療従事者又は実施市町村の職員

等が接種を受けた者の身体の症状を観察できるように、接種後ある程度の時間は接

種会場に止まらせること。 

イ 応急治療措置 

市町村長は、医療機関以外の場所においても、予防接種後、被接種者にアナフィ

ラキシーショックやけいれん等の重篤な副反応がみられたとしても、応急治療がで

きるよう救急処置物品（血圧計、静脈路確保用品、輸液、エピネフリン・抗ヒスタ

ミン剤・抗けいれん剤・副腎皮質ステロイド剤等の薬液、喉頭鏡、気管内チュー 

ブ、蘇生バッグ等）を準備すること。 

ウ 救急搬送措置 

市町村長は、被接種者に重篤な副反応がみられた場合、速やかに医療機関におけ

る適切な治療が受けられるよう、医療機関への搬送手段を確保するため、市町村に

て保有する車両を活用すること又は、事前に緊急車両を保有する消防署及び近隣医

療機関等と接種実施日等に関して、情報共有し、連携を図ること。 

（２）次回以降の接種時期及び接種方法の説明 

  市町村長は、医療機関以外の場所で行った予防接種について、次回以降の接種が必

要な場合は、被接種者本人又はその保護者に対して、次回以降の接種時期及び接種方

法について十分に説明すること。 

（３）副反応が発生した場合の連絡先 

  市町村長は、接種後に接種局所の異常反応や体調の変化が生じた際の連絡先とし 

て、接種医師の氏名及び接種医療機関の連絡先を接種施設に掲示し、又は印刷物を配

布することにより、被接種者本人等に対して確実に周知すること。 

（４）実施体制等 

  （１）から（３）までに定めるもののほか、医療機関以外の場所で定期接種を実施す

る場合は、「１３ Ａ類疾病の定期接種を集団接種で実施する際の注意事項」の（１）

から（３）まで、（６）及び（７）と同様とすること。 

 

１５ 予防接種に関する記録及び予防接種済証の交付 

（１）予防接種を行った際は、施行規則に定める様式による予防接種済証を交付すること。 

（２）予防接種を行った際、母子健康手帳に係る乳児又は幼児については、（１）に代え

て、母子健康手帳に予防接種の種類、接種年月日その他の証明すべき事項を記載する

こと。 
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１６ 予防接種の実施の報告 

市町村長は、定期接種を行ったときは、政令第７条の規定による報告を「地域保健・

健康増進事業報告」（厚生労働省大臣官房統計情報部作成）の作成要領に従って行うこ

と。 

 

１７ 都道府県の麻しん及び風しん対策の会議への報告 

「麻しんに関する特定感染症予防指針」（平成 19 年厚生労働省告示第 442 号）及び

「風しんに関する特定感染症予防指針」（平成 26 年厚生労働省告示第 122 号）に基づ

き、都道府県知事は、管内市町村長と連携し、管内における麻しん及び風しんの予防接

種実施状況等を適宜把握し、都道府県を単位として設置される麻しん及び風しん対策の

会議に速やかに報告すること。 

 

１８ 他の予防接種との関係 

（１）乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン、乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風

しんワクチン、経皮接種用乾燥ＢＣＧワクチン又は乾燥弱毒生水痘ワクチンを接種し

た日から別の種類の予防接種を行うまでの間隔は、27 日以上おくこと。沈降精製百日

せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷

風混合ワクチン、不活化ポリオワクチン、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン、沈降ジフ

テリア破傷風混合トキソイド、乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチン、沈降 13 価肺炎球菌

結合型ワクチン、組換え沈降２価（４価）ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン、

インフルエンザＨＡワクチン又は 23 価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを接

種した日から別の種類の予防接種を行うまでの間隔は、６日以上おくこと。 

（２）２種類以上の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行う同時接種（混合ワク

チンを使用する場合を除く。）は、医師が特に必要と認めた場合に行うことができる

こと。 

 

１９ 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保 

（１）インフルエンザを除く法の対象疾病（以下「特定疾病」という。）について、それ

ぞれ政令で定める予防接種の対象者であった者（当該特定疾病にかかっている者又は

かかったことのある者その他施行規則第２条各号に規定する者を除く。）であって、

当該予防接種の対象者であった間に、（２）の特別の事情があることにより予防接種

を受けることができなかったと認められる者については、当該特別の事情がなくなっ

た日から起算して２年（高齢者の肺炎球菌感染症に係る定期接種を受けることができ

なかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して

１年）を経過する日までの間（（３）の場合を除く。）、当該特定疾病の定期接種の

対象者とすること。 

（２）特別の事情 

ア 次の（ア）から（ウ）までに掲げる疾病にかかったこと（やむを得ず定期接種を

受けることができなかった場合に限る。） 



10 
 

（ア）重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じ

させる重篤な疾病 

（イ）白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテ

マトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療

を必要とする重篤な疾病 

（ウ）（ア）又は（イ）の疾病に準ずると認められるもの 

（注）上記に該当する疾病の例は、別表に掲げるとおりである。ただし、これは、

別表に掲げる疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接

種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の

判断は、あくまで予診を行う医師の診断の下、行われるべきものである。 

イ 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと（やむを得ず定

期接種をうけることができなかった場合に限る。） 

ウ 医学的知見に基づきア又はイに準ずると認められるもの 

（３）対象期間の特例 

ア ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風については、15 歳（沈降精製百

日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを使用する場合に限る。）に達

するまでの間 

イ 結核については、４歳に達するまでの間 

ウ Ｈｉｂ感染症については、10 歳に達するまでの間 

エ 小児の肺炎球菌感染症については、６歳に達するまでの間 

（４）留意事項 

      市町村は、（２）の「特別の事情」があることにより定期接種を受けることができ

なかったかどうかについては、被接種者が疾病にかかっていたことや、やむを得ず定

期接種を受けることができなかったと判断した理由等を記載した医師の診断書や当該

者の接種歴等により総合的に判断すること。 

（５）厚生労働省への報告 

     上記に基づき予防接種を行った市町村長は、被接種者の接種時の年齢、当該者がか

かっていた疾病の名称等特別の事情の内容、予防接種を行った疾病、接種回数等を、

任意の様式により速やかに厚生労働省健康局結核感染症課に報告すること。 

 

２０ 他の市町村等での予防接種 

保護者が里帰りをしている場合、定期接種の対象者が医療機関等に長期入院してい

る場合等の理由により、通常の方法により定期接種を受けることが困難な者等が定期接

種を受けることを希望する場合には、予防接種を受ける機会を確保する観点から、居住

地以外の医療機関と委託契約を行う、居住地の市町村長から里帰り先の市町村長へ予防

接種の実施を依頼する、又は居住地の市町村長が定期接種の対象者から事前に申請を受

け付けた上で償還払いを行う等の配慮をすること。 

 

２１ 予防接種時の事故の報告 

市町村長は、定期接種を実施する際、予防接種に係る事故の発生防止に努めるととも
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に、事故の発生を迅速に把握できる体制をとり、万が一、誤った用法用量でワクチンを

接種した、有効期限の切れたワクチンを接種した等の重大な健康被害につながるおそれ

のある事故を把握した場合には、以下の①から⑧までの内容を任意の様式に記載し、都

道府県を経由して、厚生労働省健康局結核感染症課に速やかに報告すること。 

なお、接種間隔の誤りなど、直ちに重大な健康被害につながる可能性が低い事故につ

いては、都道府県が管内の市町村で毎年４月１日～翌年３月 31 日までに発生した事故

をとりまとめの上、その事故の態様毎の件数のみを毎年４月 30 日までに厚生労働省健

康局結核感染症課に報告すること。 

① 予防接種を実施した機関 

② ワクチンの種類、メーカー、ロット番号 

③ 予防接種を実施した年月日（事故発生日） 

④ 事故に係る被接種者数 

⑤ 事故の概要と原因 

⑥ 市町村長の講じた事故への対応（公表の有無を含む。） 

⑦ 健康被害発生の有無（健康被害が発生した場合は、その内容） 

⑧ 今後の再発防止策 

 

２２ 副反応報告 

  法の規定による副反応報告については、「定期の予防接種等による副反応の報告等の

取扱いについて」（平成 25 年３月 30 日付健発 0330 第３号、薬食発 0330 第１号厚生労

働省健康局長、医薬食品局長連名通知）を参照すること。 

 

 

第２ 各論 

１ ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風の定期接種 

（１）ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第１期の予防

接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを使用し、初

回接種については生後３月に達した時から生後 12 月に達するまでの期間を標準的な

接種期間として 20 日以上、標準的には 20 日から 56 日までの間隔をおいて３回、追

加接種については初回接種終了後６月以上、標準的には 12 月から 18 月までの間隔を

おいて１回行うこと。 

（２）ジフテリア、百日せき及び急性灰白髄炎について、ジフテリア、急性灰白髄炎及び

破傷風について又は百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第１期の

予防接種は、（１）と同様とすること。 

（３）ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第１期の予防接種は、沈降精

製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテ

リア破傷風混合ワクチンを使用し、初回接種については生後３月に達した時から生後

12 月に達するまでの期間を標準的な接種期間として 20 日以上、標準的には 20 日から

56 日までの間隔をおいて３回、追加接種については初回接種終了後６月以上、標準的

には 12 月から 18 月までの間隔をおいて１回行うこと。 
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（４）ジフテリア及び百日せきについて又は百日せき及び破傷風について同時に行う第１

期の予防接種は、（３）と同様とすること。 

（５）ジフテリア及び急性灰白髄炎について、百日せき及び急性灰白髄炎について又は急

性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第１期の予防接種は、（１）と同様とする

こと。 

（６）ジフテリア及び破傷風について同時に行う第１期の予防接種は、沈降精製百日せき

ジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風

混合ワクチンを使用した時は、初回接種については生後３月に達した時から生後 12

月に達するまでの期間を標準的な接種期間として 20 日以上、標準的には 20 日から 56

日までの間隔をおいて３回、追加接種については初回接種終了後６月以上、標準的に

は 12 月から 18 月までの間隔をおいて１回行うこと。 

また、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを使用した時は、初回接種については

生後３月に達した時から生後 12 月に達するまでの期間を標準的な接種期間として 20

日以上、標準的には 20 日から 56 日までの間隔をおいて２回、追加接種については初

回接種終了後６月以上、標準的には 12 月から 18 月までの間隔をおいて１回行うこと

。 

（７）ジフテリア又は破傷風の第１期の予防接種は、（６）と同様とすること。 

（８）百日せきの第１期の予防接種は、（３）と同様とすること。 

（９）急性灰白髄炎の予防接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合

ワクチンを使用した時は、初回接種については生後３月に達した時から生後 12 月に

達するまでの期間を標準的な接種期間として 20 日以上、標準的には 20 日から 56 日

までの間隔をおいて３回、追加接種については初回接種終了後６月以上、標準的には

12 月から 18 月までの間隔をおいて１回行うこと。 

また、不活化ポリオワクチンを使用したときは、初回接種については、生後３月に

達した時から生後 12 月に達するまでの期間を標準的な接種期間として、20 日以上の

間隔をおいて３回、追加接種については初回接種終了後６月以上、標準的には 12 月

から 18 月までの間隔をおいて１回行うこと。 

（10）第１期の予防接種の初回接種においては、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活

化ポリオ混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン又は沈降ジ

フテリア破傷風混合トキソイドのうちから、使用するワクチンを選択することが可能

な場合であっても、原則として、同一種類のワクチンを必要回数接種すること。 

（11）ジフテリア及び破傷風について同時に行う第２期の予防接種は、沈降ジフテリア破

傷風混合トキソイドを使用し、11 歳に達した時から 12 歳に達するまでの期間を標準

的な接種期間として１回行うこと。 

（12）ジフテリア又は破傷風の第２期の予防接種は、（11）と同様とすること。 

（13）ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎又は破傷風のいずれかの既罹患者においては、

既罹患疾病以外の疾病に係る予防接種のために既罹患疾病に対応するワクチン成分を

含有する混合ワクチンを使用することを可能とする。 

   ただし、第２期の予防接種に使用するワクチンは沈降ジフテリア破傷風混合トキソ

イドのみとする。 
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（14）急性灰白髄炎の予防接種については、次のことに留意すること。 

ア 急性灰白髄炎の予防接種の対象者については、原則として、平成 24 年９月１日

より前の接種歴に応じた接種回数とすることから、予防接種台帳による確認や保護

者からの聞き取り等を十分に行い、接種歴の把握に努める必要があること。 

イ 平成 24 年９月１日より前に経口生ポリオワクチンを１回接種した者については、

平成 24 年９月１日以降は、急性灰白髄炎の初回接種を１回受けたものとみなす。

なお、平成 24 年９月１日より前に経口生ポリオワクチンを２回接種した者は、定

期接種として受けることはできないこと。 

（15)ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風の予防接種について、平成 26 年４ 

月１日より前に、予防接種実施規則の一部を改正する省令（平成 26 年省令第 22 号。

以下「改正省令」という。）による改正前の予防接種実施規則（以下「旧規則」とい

う。）に規定する接種の間隔を超えて行った接種であって、改正省令による改正後の

予防接種実施規則（以下「新規則」という。）に規定する予防接種に相当する接種を

受けた者は、医師の判断と保護者の同意に基づき、既に接種した回数分の定期接種を

受けたものとしてみなすことができること。 

 

２ 麻しん又は風しんの定期接種 

（１）対象者 

ア 麻しん又は風しんの第１期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱

毒生風しんワクチン若しくは乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンにより、生後 12

月から生後 24 月に至るまでの間にある者に対し、１回行うこと。この場合におい

ては、早期の接種機会を確保すること。 

イ 麻しん又は風しんの第２期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱

毒生風しんワクチン若しくは乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンにより、５歳以

上７歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の１年前の日から当該始期

に達する日の前日までの間にあるもの（小学校就学前の 1 年間にある者）に対し、

１回行うこと。 

（２）混合ワクチンの使用 

麻しん及び風しんの第１期又は第２期の予防接種において、麻しん及び風しんの予

防接種を同時に行う場合は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを使用すること。 

 （３）接種液の用法 

   乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風しんワクチン及び乾燥弱毒生麻しん風し

ん混合ワクチンは、溶解後にウイルス力価が低下することから、溶解後速やかに接種

すること。 

（４）一部の疾病に既罹患である場合の混合ワクチン接種 

   麻しん又は風しんの既罹患者においては、既罹患疾病以外の疾病に係る予防接種   

のために既罹患疾病に対応するワクチン成分を含有する混合ワクチンを使用すること

を可能とする。 

 

３ 日本脳炎の定期接種 
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（１）日本脳炎の第１期の予防接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、初回接種

については３歳に達した時から４歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として６

日以上、標準的には６日から 28 日までの間隔をおいて２回、追加接種については、

初回接種終了後６月以上、標準的にはおおむね１年を経過した時期に、４歳に達した

時から５歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として１回行うこと。 

（２）第２期の予防接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、９歳に達した時から

10 歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として１回行うこと。 

（３）予防接種の特例 

ア 実施規則附則第４条の対象者（平成 19 年４月２日から平成 21 年 10 月１日に生

まれた者で、平成 22 年３月 31 日までに日本脳炎の第１期の予防接種が終了してい

ない者で、生後６月から 90 月又は９歳以上１3 歳未満にある者） 

（ア）実施規則附則第４条第１項により、残り２回の日本脳炎の予防接種を行う場合

は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、６日以上の間隔をおいて２回接種す

ること。なお、既に接種済みの１回と今回の接種間隔については、６日以上の間

隔をおくこと。 

（イ）実施規則附則第４条第１項により、残り１回の日本脳炎の予防接種を行う場合

は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、１回接種すること。なお、既に接種

済みの２回と今回の接種間隔については、６日以上の間隔をおくこと。 

（ウ）実施規則附則第４条第２項による日本脳炎の予防接種は、乾燥細胞培養日本脳

炎ワクチンにより、６日以上、標準的には６日から 28 日までの間隔をおいて２

回、追加接種については２回接種後６月以上、標準的にはおおむね１年を経過し

た時期に１回接種すること。 

イ 実施規則附則第５条の対象者（平成７年４月２日から平成 19 年４月１日に生ま

れた者で、20 歳未満にある者：平成 17 年５月 30 日の積極的勧奨の差し控えによ

って第１期、第２期の接種が行われていない可能性がある者） 

（ア）実施規則附則第５条第１項により、残り３回の日本脳炎の予防接種を行う場合

（第１期の初回接種を１回受けた者）は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、

６日以上の間隔をおいて残り２回の第１期接種を行うこととし、第２期接種は、

９歳以上の者に対して、第１期終了後６日以上の間隔をおいて行うこと。 

（イ）実施規則附則第５条第１項により、残り２回の日本脳炎の予防接種を行う場合

（第１期の初回接種が終了した者）は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、

６日以上の間隔をおいて第１期追加接種を行うこととし、第２期接種は、９歳以

上の者に対して、第１期終了後６日以上の間隔をおいて行うこと。 

（ウ）実施規則附則第５条第１項により、残り１回の日本脳炎の予防接種を行う場合

（第１期の予防接種が終了した者）は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、

第２期接種として、９歳以上の者に対して、第１期接種終了後６日以上の間隔を

おいて行うこと。 

（エ）実施規則附則第５条第２項から第５項による日本脳炎の予防接種は、乾燥細胞

培養日本脳炎ワクチンにより、第１期の初回接種として６日以上、標準的には６

日から 28 日までの間隔をおいて２回、追加接種については初回接種後６月以上、
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標準的にはおおむね１年を経過した時期に１回接種すること。第２期接種は、９

歳以上の者に対して第１期接種終了後、６日以上の間隔をおいて１回接種するこ

と。 

（４）平成 27 年度における予防接種の特例に係る積極的な勧奨 

ア 対象者 

    平成 17 年５月 30 日から平成 22 年３月 31 日までの積極的な勧奨の差し控えによ

り、平成 27 年度に 18 歳となる者（平成９年４月２日から平成 10 年４月１日まで

に生まれた者）については、第２期の接種が十分に行われていないことから、  

（３）の接種方法に沿って、平成 27 年度中に予防接種の積極的な勧奨を行うこ 

と。 

イ 積極的な勧奨に当たって、個別通知を行う際には、予防接種台帳を確認して予防

接種を完了していない者にのみ通知を行う方法又は対象年齢の全員に通知した上で、

接種時に母子健康手帳等により残りの接種すべき回数を確認する方法のいずれの方

法でも差し支えない。 

ウ 積極的勧奨の差し控えが行われていた期間に、定期接種の対象者であった者のう

ち、第１期接種（初回接種及び追加接種）を完了していた者に対しては、市町村長

等が実施可能な範囲で、第２期接種の積極的勧奨を行っても差し支えない。 

なお、上記以外の者に対する第２期接種の積極的勧奨については、ワクチンの供

給量等を踏まえつつ、平成 28 年度以降、年齢の高い者から順に、できるだけ早期

に積極的な勧奨を実施することとしている。 

（５）厚生労働省においては、厚生労働省ホームページ等を通じて、日本脳炎の予防接種

の対応等に係る情報を提供することとしている。 

   これらの情報を活用して、保護者等に対し、疾患の特性及び感染のリスクが高い者

等に関すること並びに平成 27 年度の予防接種シーズンにおいて予定されているワク

チンの供給量では、積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逸した全ての者に対す

る十分な接種機会の提供が困難な場合があることについて、情報提供を行うこと。 

（６）日本脳炎の予防接種について、平成 26 年４月１日より前に、旧規則に規定する接

種の間隔を超えて行った接種であって、新規則に規定する予防接種に相当する接種を

受けた者は、医師の判断と保護者の同意に基づき、既に接種した回数分の定期接種を

受けたものとしてみなすことができること。 

 

４ 結核の定期接種 

（１）結核の予防接種は、経皮接種用乾燥ＢＣＧワクチンを使用し、生後５月に達した時

から生後８月に達するまでの期間を標準的な接種期間として１回行うこと。 

   ただし、結核の発生状況等市町村の実情に応じて、上記の標準的な接種期間以外の

期間に行うことも差し支えない。 

（２）コッホ現象について 

健常者がＢＣＧを初めて接種した場合は、接種後 10 日頃に針痕部位に発赤が生じ、

接種後１月から２月までの頃に化膿巣が出現する。 

一方、結核既感染者にあっては、接種後 10 日以内に接種局所の発赤・腫脹及び針
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痕部位の化膿等を来たし、通常２週間から４週間後に消炎、瘢痕化し、治癒する一連

の反応が起こることがあり、これをコッホ現象という。これは、ＢＣＧ再接種におい

てみられる反応と同一の性質のものが結核感染後の接種において比較的強く出現した

ものである。 

（３）コッホ現象出現時の対応 

ア 保護者に対する周知 

市町村は、予防接種の実施に当たって、コッホ現象に関する情報提供及び説明を

行い、次の事項を保護者に周知しておくこと。 

（ア）コッホ現象と思われる反応が被接種者にみられた場合は、速やかに接種医療     

機関を受診させること。 

（イ）コッホ現象が出現した場合は、接種局所を清潔に保つ以外の特別の処置は不           

要である。反応が起こってから、びらんや潰瘍が消退するまでの経過がおおむね

４週間を超える等治癒が遷延する場合は、混合感染の可能性もあることから、接

種医療機関を受診させること。 

イ 市町村長におけるコッホ現象事例報告書の取扱い 

市町村長は、あらかじめ様式第七のコッホ現象事例報告書を管内の医療機関に配

布し、医師がコッホ現象を診断した場合に、保護者の同意を得て、直ちに当該被接

種者が予防接種を受けた際の居住区域を管轄する市町村長へ報告するよう協力を求

めること。 

      また、市町村長は、医師からコッホ現象の報告を受けた場合は、保護者の同意を

得て、コッホ現象事例報告書を都道府県知事に提出すること。 

    ウ 都道府県知事のコッホ現象事例報告書の取扱い 

都道府県知事は、市町村長からコッホ現象の報告を受けた場合は、厚生労働大臣

あてにコッホ現象事例報告書の写し（個人情報に係る部分を除く。）を提出するこ

と。 

    エ コッホ現象事例報告書等における個人情報の取扱い 

イにおいて、保護者の同意が得られない場合は、個人情報を除く事項をそれぞれ

報告及び提出すること。 

 

５ Ｈｉｂ感染症の定期接種 

 Ｈｉｂ感染症の予防接種は、初回接種の開始時の月齢ごとに以下の方法により行うこ

ととし、（１）の方法を標準的な接種方法とすること。 

（１）初回接種開始時に生後２月から生後７月に至るまでの間にある者 

乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチンを使用し、初回接種については 27 日（医師が必要

と認めた場合には 20 日）以上、標準的には 27 日（医師が必要と認めた場合には 20

日）から 56 日までの間隔をおいて３回、追加接種については初回接種終了後７月以

上、標準的には７月から 13 月までの間隔をおいて 1 回行うこと。ただし、初回２回

目及び３回目の接種は、生後 12 月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は

行わないこと。この場合、追加接種は実施可能であるが、初回接種に係る最後の注射

終了後、27 日（医師が必要と認めた場合には 20 日）以上の間隔をおいて１回行うこ
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と。 

（２）初回接種開始時に生後７月に至った日の翌日から生後 12 月に至るまでの間にある

者 

乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチンを使用し、初回接種については 27 日（医師が必要

と認めた場合には 20 日）以上、標準的には 27 日（医師が必要と認めた場合には 20

日）から 56 日までの間隔をおいて２回、追加接種については初回接種終了後７月以

上、標準的には７月から 13 月までの間隔をおいて１回行うこと。ただし、初回２回

目の接種は、生後 12 月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこ

と。この場合、追加接種は実施可能であるが、初回接種に係る最後の注射終了後、27

日（医師が必要と認めた場合には 20 日）以上の間隔をおいて１回行うこと。 

（３）初回接種開始時に生後 12 月に至った日の翌日から生後 60 月に至るまでの間にある

者 

乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチンを使用し、１回行うこと。なお、政令第１条の３第

２項の規定による対象者に対しても同様とすること。 

（４）Ｈｉｂ感染症の予防接種について、平成 26 年４月１日より前に、旧規則に規定す

る接種の間隔を超えて行った接種であって、新規則に規定する予防接種に相当する接

種を受けた者は、医師の判断と保護者の同意に基づき、既に接種した回数分の定期接

種を受けたものとしてみなすことができること。 

 

６ 小児の肺炎球菌感染症の定期接種 

  小児の肺炎球菌感染症の予防接種は、初回接種の開始時の月齢ごとに以下の方法によ

り行うこととし、（１）の方法を標準的な接種方法とすること。 

（１）初回接種開始時に生後２月から生後７月に至るまでの間にある者 

沈降 13 価肺炎球菌結合型ワクチンを使用し、初回接種については、標準的には生

後 12 月までに 27 日以上の間隔をおいて３回、追加接種については生後 12 月から生

後 15 月に至るまでの間を標準的な接種期間として、初回接種終了後 60 日以上の間隔

をおいた後であって、生後 12 月に至った日以降において１回行うこと。ただし、初

回２回目及び３回目の接種は、生後 24 月に至るまでに行うこととし、それを超えた

場合は行わないこと（追加接種は実施可能）。また、初回２回目の接種は生後 12 月

に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は、初回３回目の接種は行わないこと

（追加接種は実施可能）。 

（２）初回接種開始時に生後７月に至った日の翌日から生後 12 月に至るまでの間にある

者 

沈降 13 価肺炎球菌結合型ワクチンを使用し、初回接種については標準的には生後

12 月までに、27 日以上の間隔をおいて２回、追加接種については生後 12 月以降に、

初回接種終了後 60 日以上の間隔をおいて１回行うこと。ただし、初回２回目の接種

は、生後 24 月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと（追加

接種は実施可能）。 

（３）初回接種開始時に生後 12 月に至った日の翌日から生後 24 月に至るまでの間にある

者 
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沈降 13 価肺炎球菌結合型ワクチンを使用し、60 日以上の間隔をおいて２回行うこ

と。 

（４）初回接種開始時に生後 24 月に至った日の翌日から生後 60 月に至るまでの間にある

者 

沈降 13 価肺炎球菌結合型ワクチンを使用し、１回行うこと。なお、政令第１条の

３第２項の規定による対象者に対しても同様とすること。 

 

７ ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種 

（１）ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応については、当面の間、「ヒトパ

ピローマウイルス感染症の定期接種の対応について（勧告）」（平成 25 年６月 14 日

付健発 0614 第 1 号厚生労働省健康局長通知）のとおりであること。 

（２）次に掲げる者については、ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に広範な疼

痛又は運動障害を中心とする多様な症状が発生する場合があるため、予診に当たって

は、これらの者の接種について慎重な判断が行われるよう留意すること。 

ア 外傷等を契機として、原因不明の疼痛が続いたことがある者 

イ 他のワクチンを含めて以前にワクチンを接種した際に激しい疼痛や四肢のしびれ

が生じたことのある者 

（３）ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に当たっては、ワクチンを接種する目的

、副反応等について、十分な説明を行った上で、かかりつけ医など被接種者が安心し

て予防接種を受けられる医療機関で行うこと。 

（４）ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に、組換え沈降２価ヒトパピローマウイ

ルス様粒子ワクチンを使用する場合には、13 歳となる日の属する年度の初日から当該

年度の末日までの間を標準的な接種期間とし、標準的な接種方法として、１月の間隔

をおいて２回行った後、１回目の接種から６月の間隔をおいて１回行うこと。ただし

、当該方法をとることができない場合は、１月以上の間隔をおいて２回行った後、１

回目の接種から５月以上、かつ２回目の接種から２月半以上の間隔をおいて１回行う

こと。 

（５）ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に、組換え沈降４価ヒトパピローマウイ

ルス様粒子ワクチンを使用する場合には、13 歳となる日の属する年度の初日から当該

年度の末日までの間を標準的な接種期間とし、標準的な接種方法として、２月の間隔

をおいて２回行った後、１回目の接種から６月の間隔をおいて１回行うこと。ただし

、当該方法をとることができない場合は、１月以上の間隔をおいて２回行った後、２

回目の接種から３月以上の間隔をおいて１回行うこと。  

（６）組換え沈降２価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンと組換え沈降４価ヒトパピ

ローマウイルス様粒子ワクチンの互換性に関する安全性、免疫原性、有効性に関する

データはないことから、同一の者に両ワクチンを使用せず、同一のワクチンを使用す

ること。 

（７）ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に血管迷走神経反射として失神があら

われることがあるので、失神による転倒等を防止するため、注射後の移動の際には、

保護者又は医療従事者が腕を持つなどして付き添うようにし、接種後 30 分程度、体
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重を預けられるような場所で座らせるなどした上で、なるべく立ち上がらないように

指導し、被接種者の状態を観察する必要があること。 

（８）やむを得ず集団接種を行う場合には、（７）を遵守するとともに、ヒトパピローマ

ウイルス感染症は性感染症であること等から、特段の配慮を行うこと。 

（９）ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に広範な疼痛又は運動障害を中心とす

る多様な症状が発生した場合、次に掲げる事項について適切に対応すること。 

ア 法の規定による副反応報告の必要性の検討 

イ 当該予防接種以降のヒトパピローマウイルス感染症の予防接種を行わないことの

検討 

ウ 神経学的・免疫学的な鑑別診断及び適切な治療が可能な医療機関の紹介 

（10）ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種について、平成 26 年４月１日より前に、

旧規則に規定する接種の間隔を超えて行った接種であって、新規則に規定する予防接

種に相当する接種を受けた者は、医師の判断と保護者の同意に基づき、既に接種した

回数分の定期接種を受けたものとしてみなすことができること。 

 

８ 水痘の定期接種 

（１）対象者 

水痘の予防接種は、生後 12 月から生後 36 月に至るまでの間にある者に対し、乾燥

弱毒生水痘ワクチンを使用し、生後 12 月から生後 15 月に達するまでの期間を１回目

の接種の標準的な接種期間として、３月以上、標準的には６月から 12 月までの間隔

をおいて２回行うこと。 

（２）平成 26 年 10 月１日より前の接種の取扱い 

ア 平成 26 年 10 月１日より前に、生後 12 月以降に 3 月以上の間隔をおいて、乾燥弱

毒生水痘ワクチンを２回接種した（１）の対象者は、当該予防接種を定期接種とし

て受けることはできないこと。 

イ 平成 26 年 10 月１日より前に、生後 12 月以降に乾燥弱毒生水痘ワクチンを 1 回接

種した者は、既に当該定期接種を 1 回受けたものとみなすこと。 

ウ 平成 26 年 10 月１日より前に、生後 12 月以降に３月未満の期間内に２回以上乾燥

弱毒生水痘ワクチンを接種した者は、既に当該定期接種を 1 回受けたものとみなす

こと。この場合においては、生後 12 月以降の初めての接種から 3 月以上の間隔を

おいて 1 回の接種を行うこと。 

（３）接種液の用法 

   乾燥弱毒生水痘ワクチンは、溶解後にウイルス力価が低下することから、溶解後速

やかに接種すること。 

 

９ 高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種 

（１）対象者 

高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種は、次に掲げる者に対し、23 価肺炎球菌莢膜ポ

リサッカライドワクチンを使用し、１回行うこと。ただし、イに該当する者として既

に当該予防接種を受けた者は、アの対象者から除くこと。 
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  ア 65 歳の者 

  イ 60 歳以上 65 歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日

常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルス

により免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 

（２）平成 26 年 10 月１日より前の接種の取扱い 

平成 26 年 10 月１日より前に、23 価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを１

回以上接種した者は、当該予防接種を定期接種として受けることはできないこと。 

（３）接種歴の確認 

高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種を行うに当たっては、予診票により、当該予防

接種の接種歴について確認を行うこと。 

（４）予防接種の特例 

平成 27 年４月１日から平成 31 年３月 31 日までの間、（１）アの対象者について

は、65 歳、70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、95 歳又は 100 歳となる日の属する年

度の初日から当該年度の末日までの間にある者とすること。 
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